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1
.
基
本
的
人
種
の
享
有
主
体
と
し
て
の
子
ど
も

子どもの権利を考える

ω
日
本
国
憲
法
下
に
お
け
る
初
期
の
学
説
お
よ
び
事
例

憲
法
の
分
野
で
子
ど
も
の
人
権
が
問
題
に
な
る
の
は
、
憲
法
で
保
障
さ
れ
た
基
本
的
人
権
が
、
成
年
者
の
み
な
ら
ず
、
未
成
年
者
た
る
子

ど
も
に
も
保
障
さ
れ
る
か
、
と
い
う
基
本
的
人
権
の
享
有
主
体
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
下
の
基
本
的
人
権
に
関
す
る
最

初
の
本
格
的
体
系
書
と
し
て
一
九
五
九
年
に
出
版
さ
れ
た
宮
沢
俊
義
『
憲
法

E
』
は
、
「
だ
れ
の
人
権
が
保
障
さ
れ
る
か
」
と
題
す
る
節
に
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お
い
て
、
「
国
民
」
、
「
天
皇
お
よ
び
皇
族
」
、
「
法
人
」
と
と
も
に
、
「
少
年
」
を
独
立
の
項
目
と
し
て
扱
い
、
そ
こ
で
、
子
ど
も
も
基
本
的
人

権
を
享
有
す
る
主
体
に
な
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
保
障
さ
れ
る
人
権
の
性
質
に
従
っ
て
、
各
種
の
社
会
悪
に
対
し
て
未
成
熟
の
青
少
年
を

守
る
た
め
の
必
要
最
小
限
度
の
制
約
が
許
さ
れ
る
と
解
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
先
駆
的
学
説
を
除
く
と
、
憲
法
学

説
の
大
勢
は
、
子
ど
も
が
基
本
的
人
権
の
享
有
主
体
で
あ
る
と
い
う
こ
を
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

子
ど
も
と
人
権
が
問
題
に
な
っ
た
初
期
の
事
例
と
し
て
、
都
道
府
県
が
制
定
し
た
「
青
少
年
保
護
条
例
」
が
あ
る
。
青
少
年
保
護
条
例
は
、

一
八
歳
未
満
の
子
ど
も
を
保
護
な
い
し
健
全
に
育
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
映
画
そ
の
他
の
興
行
、
図
書
な
ど
の
う
ち
青
少
年
に
有
害

と
認
定
し
た
も
の
を
青
少
年
に
観
覧
さ
せ
た
り
、
販
売
す
る
こ
と
に
制
限
を
加
え
た
り
、

ま
た
、
青
少
年
を
相
手
に
す
る
一
定
の
性
行
為
を

「
淫
行
」
と
し
て
処
罰
す
る
こ
と
な
ど
を
内
容
と
す
る
条
例
で
あ
る
。
青
少
年
保
護
条
例
は
、

一
九
五

0
年
代
に
は
一

O
の
道
府
県
で
、

九
六

0
年
代
に
は
二
一
の
都
県
で
施
行
さ
れ
る
に
至
り
、

さ
ら
に
、

一
九
七

0
年
代
後
半
に
な
っ
て
か
ら
は
、
自
動
販
売
機
規
制
の
た
め
に

新
た
に
青
少
年
保
護
条
例
を
制
定
し
た
り
、
改
正
す
る
県
が
続
出
し
、
現
在
、
長
野
県
を
除
く
す
べ
て
の
都
道
府
県
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

従
来
、
子
ど
も
を
人
権
の
主
体
と
し
て
で
は
な
く
、
保
護
の
対
象
と
し
て
と
ら
え
て
き
た
こ
と
に
伴
っ
て
、
青
少
年
保
護
条
例
の
合
憲
性
の

問
題
は
、
出
版
業
者
や
販
売
業
者
の
表
現
の
自
由
や
営
業
の
自
由
、
成
年
者
の
読
む
自
由
や
知
る
自
由
と
の
関
係
で
主
と
し
て
論
じ
ら
れ
て

お
り
、
子
ど
も
の
表
現
の
自
由
や
自
己
決
定
権
の
観
点
か
ら
検
討
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
な
お
、
青
少
年
保
護
条
例
の
「
淫
行
」
処

罰
規
定
の
合
憲
性
に
つ
い
て
、

一
九
八
五
年
一

O
月
二
三
日
の
最
高
裁
大
法
廷
判
決
(
刑
集
三
九
巻
六
号
四
一
一
一
一
貰
)

は
、
当
該
規
定
が
憲

法
三
一
条
に
由
来
す
る
犯
罪
構
成
要
件
の
明
確
性
の
要
請
に
反
し
な
い
と
判
断
し
て
い
る
。

教
育
法
と
子
ど
も
の
人
権

日
本
に
お
い
て
、
子
ど
も
の
人
権
の
問
題
を
比
較
的
早
い
時
期
か
ら
展
開
し
て
き
た
の
は
、
教
育
法
の
分
野
で
あ
る
。
全
国
一
斉
学
力
テ

ス
ト
や
教
科
書
検
定
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
教
育
裁
判
に
お
い
て
、
子
ど
も
の
人
権
は
特
に
子
ど
も
の
学
習
権
と
し
て
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
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る
。
憲
法
二
六
条
で
定
め
ら
れ
た
教
育
を
受
け
る
権
利
を
学
習
権
を
中
執
に
し
て
と
ら
え
る
考
え
方
は
、

一
九
七

O
年
七
月
一
七
日
に
出
さ

れ
た
第
二
次
家
永
訴
訟
東
京
地
裁
判
決
(
行
裁
例
集
二
一
巻
七
号
別
冊
一
頁
)

に
よ
っ
て
裁
判
判
決
上
初
め
て
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
最
高
裁
も
、

一
九
七
六
年
五
月
一
一
一
日
の
旭
川
学
力
テ
ス
ト
事
件
大
法
廷
判
決
(
刑
集
一
ニ

O
巻
五
号
六
一
五
頁
)
に
お
い
て
、
憲
法

二
六
条
の
規
定
の
背
後
に
は
、
「
国
民
各
自
が
、

一
市
民
と
し
て
、
成
長
、
発
達
し
、
自
己
の
人
格
を
完
成
、

一
個
の
人
聞
と
し
て
、

ま
た
、

み
ず
か
ら
学
習
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
子
ど
も
は
、
そ
の
学

習
要
求
を
充
足
す
る
た
め
の
教
育
を
自
己
に
施
す
こ
と
を
大
人
一
般
に
対
し
て
要
求
す
る
権
利
を
有
す
る
と
の
観
念
が
存
在
し
て
い
る
と
考

実
現
す
る
た
め
に
必
要
な
学
習
を
す
る
固
有
の
権
利
を
有
す
る
こ
と
、
特
に
、

え
る
」
と
判
示
し
て
、
教
育
を
受
け
る
権
利
の
学
習
権
的
理
解
を
基
本
的
に
採
用
し
た
の
で
あ
る
。

一
九
八

0
年
代
に
な
っ
て
か
ら
は
、
教
育
法
の
分
野
に
お
け
る
子
ど
も
の
人
権
の
問
題
は
、
国
家
に
対
す
る
子
ど
も
た
ち
の
学
習
権
の
主

張
か
ら
、
学
校
な
い
し
教
師
に
対
す
る
子
ど
も
の
人
権
一
般
へ
と
そ
の
範
囲
が
拡
大
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

で
は
、
学
力
テ
ス
ト
事
件
や
教
科
書
検
定
訴
訟
な
ど
の
教
育
裁
判
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
子
ど
も
の
学
習
権
は
、
「
国
家
の
教
育
権
」
と
「
国

一
九
七

0
年
代
ま

民
の
教
育
権
」
と
の
対
抗
の
な
か
で
、
「
国
民
の
教
育
権
」

の
側
か
ら
、
国
家
の
教
育
内
容
に
介
入
す
る
権
限
に
対
抗
し
て
、
教
師
の
教
育

の
自
由
と
と
も
に
そ
れ
を
補
強
す
る
権
利
と
し
て
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

一
九
八

O
年
前
後
か
ら
は
、
内
申
書
裁
判
を

は
じ
め
と
し
て
、
丸
刈
り
訴
訟
、
パ
ー
マ
退
学
訴
訟
、

バ
イ
ク
退
学
訴
訟
、

日
曜
日
訴
訟
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
子
ど
も
の
思
想
信
条
の
自

子どもの権利を考える

由
、
表
現
の
自
由
、
自
己
決
定
権
、
信
教
の
自
由
な
ど
の
人
権
が
学
校
や
教
師
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
状
況
が
生
ま
れ
、
教
師
の
教
育
権
に

対
抗
し
て
、
子
ど
も
の
人
権
が
主
張
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
教
育
権
を
め
ぐ
っ
て
、
国
家
、
地
方
公
共
団
体
、
学
校
、
教
師
、
親
、

北法44(1・97)97

子
ど
も
と
い
っ
た
教
育
主
体
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
権
限
な
い
し
権
利
を
持
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
相
互
に
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
の
問

題
が
、
今
日
の
教
育
法
学
の
検
討
す
べ
き
重
要
な
課
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(3) 

子
ど
も
の
権
利
条
約
の
意
義



シンポジウム

一
九
八
九
年
に
国
際
連
合
で
採
択
さ
れ
た
子
ど
も
の
権
利
条
約
は
、

日
本
で
は
、
本
年
〔
一
九
九
二
年
〕

北法44(1・98)98

一
月
二
四
日
か
ら
六
月
一
一
一
日

ま
で
開
か
れ
た
第
一
二
三
回
国
会
に
批
准
案
が
提
出
さ
れ
た
が
、
成
立
に
至
ら
ず
継
続
審
議
に
な
っ
て
い
る
。

子
ど
も
の
権
利
条
約
の
特
徴
は
、
こ
れ
ま
で
子
ど
も
が
保
護
の
対
象
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
に
対
し
て
、
子
ど
も
を
人
権
を
享
有
す
る
主

体
そ
し
て
権
利
を
行
使
す
る
主
体
と
し
て
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
権
利
行
使
主
体
と
し
て
の
子
ど
も
観
に
基
づ
く
一
連
の
権
利
と
し

て
、
意
見
表
明
権
(
一
二
条
)
、
表
現
の
自
由
(
一
三
条
)
、
思
想
良
心
お
よ
び
宗
教
の
自
由
(
一
四
条
)
、
結
社
お
よ
び
集
会
の
自
由
(
一

五
条
)
、
人
格
権
(
一
六
条
)
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
へ
の
ア
ク
セ
ス
権
(
一
七
条
)
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
特
に
意
見
表
明
権
が
注
目
さ
れ
て
い

る

子
ど
も
の
権
利
条
約
を
国
会
が
承
認
し
、
日
本
が
批
准
し
た
場
合
に
、
同
条
約
は
囲
内
法
と
し
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
憲
法
と
条

約
が
抵
触
す
る
場
合
に
ど
ち
ら
の
効
力
が
優
先
す
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
憲
法
優
位
説
と
条
約
優
位
説
と
が
対
立
し
て
い
る
が
、

憲
法
学
説
上
は
憲
法
優
位
説
の
方
が
多
数
説
で
あ
る
。
条
約
と
法
律
と
の
関
係
で
ど
ち
ら
が
優
先
す
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
憲
法

九
八
条
二
項
が
、
「
日
本
国
が
締
結
し
た
条
約
及
び
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
は
、

」
れ
を
誠
実
に
道
守
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
」
と
規
定

し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
法
律
よ
り
も
条
約
が
優
位
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
争
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
子
ど
も
の
権
利
条
約

と
矛
盾
す
る
圏
内
法
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
囲
内
法
の
規
定
を
改
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
政
府
は
、
こ
の
条
約
の
内
容
は

現
行
法
で
対
応
可
能
で
あ
り
、
国
内
法
を
改
正
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
教
育
法
研
究
者
、

日
本
弁
護
士
連
合

会
、
教
育
関
係
団
体
か
ら
は
、
特
に
条
約
二
一
条
の
意
見
表
明
権
の
関
係
で
、
校
則
制
定
、
教
育
課
程
編
成
に
あ
た
っ
て
子
ど
も
に
聴
聞
の

機
会
を
与
え
る
よ
う
法
制
化
を
求
め
る
意
見
や
懲
戒
処
分
の
際
に
子
ど
も
に
聴
聞
の
機
会
を
保
障
す
る
よ
う
学
校
教
育
法
を
改
正
す
べ
き
と

い
う
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
本
条
約
の
名
称
の
訳
語
に
つ
い
て
、
日
本
政
府
は
、
。

E
与
を
「
児
童
」
と
訳
し
、
「
児
童
の
権
利

に
関
す
る
条
約
」
と
し
て
い
る
。
「
児
童
」
と
し
た
の
は
、
児
童
福
祉
法
、
児
童
手
当
法
な
ど
が
一
八
歳
未
満
の
子
ど
も
を
示
す
言
葉
と
し



て
「
児
童
」
を
用
い
て
い
る
こ
と
や
過
去
の
翻
訳
例
を
参
考
に
検
討
し
た
結
果
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
権
利
を

享
有
し
行
使
す
る
主
体
と
し
て
子
ど
も
を
位
置
づ
け
る
子
ど
も
観
を
表
す
に
は
、
「
子
ど
も
」
と
い
う
用
語
が
適
切
で
あ
り
、
「
児
童
」
と
い

う
用
語
で
は
、

日
本
社
会
に
伝
統
的
に
存
在
し
て
い
る
保
護
の
客
体
と
し
て
の
子
ど
も
観
を
基
礎
に
し
て
い
る
と
誤
解
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ

る
こ
と
な
ど
を
理
由
に
し
て
、
反
対
す
る
見
解
が
有
力
で
あ
り
、

一
般
に
も
、
「
子
ど
も
の
権
利
条
約
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

2 

具
体
的
問
題
点

以
下
、
学
校
に
お
け
る
子
ど
も
の
人
権
の
具
体
的
問
題
状
況
を
、
特
に
裁
判
例
を
中
心
に
見
て
行
き
た
い
。

司
自

校
則
と
生
徒
の
自
己
決
定
権

一
九
八
五
年
に
作
成
さ
れ
た
日
本
弁
護
士
連
合
会
の
調
査
報
告
書
に
よ
る
と
、
全
国
か
ら
集
め
ら
れ
た
九
八
五
通
の
校
則
を
基
に
し
て
、

校
則
の
内
容
は
次
の
四
つ
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
校
内
生
活
の
規
則
、
第
二
に
、
校
外
生
活
の
規
則
、
第
一
一
一
に
、
望
ま
し
い
生
徒

像
を
掲
げ
て
の
訓
示
、
第
四
に
、
校
則
違
反
に
対
す
る
制
裁
、
懲
戒
で
あ
る
。
服
装
、
髪
型
、
持
ち
物
な
ど
に
つ
い
て
、
細
か
な
規
制
が
あ

ま
た
、
生
徒
達
は
、
ズ
ボ
ン
の
幅
、
靴
下
の
折
り
方
、

る
の
が
普
通
で
あ
り
、

ス
カ
ー
ト
の
丈
、

リ
ボ
ン
の
結
び
方
が
図
入
り
で
詳
し
く
解

子どもの権利を考える

説
さ
れ
た
生
徒
手
帳
を
交
付
さ
れ
る
。
学
校
外
の
生
活
に
つ
い
て
も
、
外
出
時
の
服
装
の
規
制
、
運
転
免
許
取
得
の
禁
止
、

ア
ル
バ
イ
ト
の

禁
止
な
ど
に
も
及
ん
で
い
る
場
合
も
多
く
見
ら
れ
る
。
文
部
省
も
一
九
人
九
年
か
ら
「
厳
し
く
、
細
か
す
ぎ
る
」
校
則
の
見
直
し
を
指
示
し
、
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一
九
八
八
年
四
月
以
降
に
校
則
の
見
直
し
を
行
な
っ
た
学
校
は
、
全
体
の
七
三
・
八
%

O
%
、
高
校
六
回
・
四
%
)
と
な
っ
て
お
り
、
全
体
と
し
て
校
則
が
大
綱
化
、
簡
略
化
の
方
向
に
あ
る
。
改
訂
し
た
校
則
の
事
項
と
し
て
は
、

一
九
九
一
年
の
実
態
調
査
で
は
、

(
中
学
校
七
人
・

「
服
装
の
在
り
方
」
(
六

0
・
七
%
)
が
最
も
多
く
、
つ
い
で
、
「
校
外
生
活
に
つ
い
て
」
(
三
七
・
五
%
)
、
「
校
内
生
活
の
心
得
」
(
一
一
一
一
一
一
・
四
%
)
、
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「
頭
髪
の
在
り
方
」
(
二
九
・
五
%
)
、
「
所
持
品
」
(
一
一
四
・
七
%
)

北法44(1・100)100

の
順
に
な
っ
て
い
る
。
校
則
見
直
し
の
過
程
で
生
徒
に
学
級
会
や
生
徒

会
等
で
討
議
さ
せ
た
学
校
は
、
中
学
校
で
約
四
五
%
、
高
校
で
は
約
一
九
%
に
過
ぎ
な
い
の
は
、
生
徒
の
側
の
反
応
の
鈍
さ
を
物
語
っ
て
い

る。

髪
形
の
規
制

a
 

丸
刈
り
訴
訟
に
関
す
る
一
九
八
五
年
一
一
月
一
三
日
熊
本
地
裁
判
決
(
行
裁
例
集
三
六
巻
一
一

H

一
一
一
号
一
八
七
五
頁
)
は
、
「
丸
刈
り
、

長
髪
禁
止
」
を
定
め
た
公
立
中
学
校
の
校
則
が
憲
法
二
一
条
の
表
現
の
自
由
に
違
反
す
る
と
い
う
主
張
に
対
し
て
、
「
髪
形
が
思
想
等
の
表

現
で
あ
る
と
は
特
殊
な
場
合
を
除
き
、
見
る
こ
と
は
で
き
ず
、
特
に
中
学
生
に
お
い
て
髪
形
が
思
想
等
の
表
現
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
場
合
は

極
め
て
希
有
」
で
あ
る
と
判
示
し
て
こ
れ
を
退
け
て
か
ら
、
中
学
校
長
は
、
生
徒
を
規
律
す
る
校
則
を
定
め
る
包
括
的
な
権
能
を
有
し
、
生

徒
の
服
装
等
を
規
律
す
る
校
則
の
内
容
が
著
し
く
不
合
理
で
な
い
限
り
違
法
と
な
ら
な
い
と
し
て
、
原
告
の
損
害
賠
償
請
求
を
棄
却
し
た
。

こ
の
判
決
に
対
し
て
、
学
説
か
ら
は
、
髪
形
の
自
由
は
憲
法
一
三
条
の
自
己
決
定
権
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が

な
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
学
説
か
ら
の
指
摘
に
こ
た
え
る
形
で
、
修
徳
学
園
パ

i
マ
退
学
訴
訟
に
お
い
て
は
、
憲
法
二
二
条
違
反
が
主
張
さ
れ
、

九

九
一
年
六
月
一
一
一
日
東
京
地
裁
判
決
(
判
例
時
報
二
二
八
八
号
三
頁
)

は
、
「
個
人
の
髪
型
は
、
個
人
の
自
尊
心
あ
る
い
は
美
的
意
識
と
分

か
ち
が
た
く
結
び
つ
き
、
特
定
の
髪
型
を
強
制
す
る
こ
と
は
、
身
体
の
一
部
に
対
す
る
直
接
的
な
干
渉
と
な
り
、
強
制
さ
れ
る
者
の
自
尊
心

を
傷
つ
け
る
恐
れ
が
あ
る
か
ら
、
髪
型
決
定
の
自
由
が
個
人
の
人
格
価
値
に
直
結
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
個
人
が
頭
髪
に
つ
い
て
髪

型
を
自
由
に
決
定
し
う
る
権
利
は
、
個
人
が
一
定
の
私
的
事
柄
に
つ
い
て
、
公
権
力
か
ら
干
渉
さ
れ
る
こ
と
な
く
自
ら
決
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
権
利
の
一
内
容
と
し
て
憲
法
二
ニ
条
に
よ
り
保
障
さ
れ
て
い
る
」
と
解
し
て
、
髪
型
の
自
由
が
憲
法
二
二
条
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
判
決
は
、
具
体
的
事
案
と
の
関
係
で
は
、
校
則
は
特
定
の
髪
型
を
強
制
す
る
も
の
で
な
い



点
で
制
約
の
度
合
い
が
低
く
、

ま
た
原
告
が
パ

l
マ
の
禁
止
を
知
っ
て
入
学
し
た
こ
と
か
ら
、
校
則
は
髪
型
決
定
の
自
由
を
不
当
に
制
限
す

る
も
の
で
は
な
い
と
判
断
し
て
い
る
。

'口高
校
生
の
オ
ー
ト
バ
イ
事
故
を
防
止
す
る
た
め
、
免
許
を
取
ら
な
い
、
車
を
持
た
な
い
、
車
を
運
転
し
な
い
と
い
う
「
三
な
い
原
則
」
が

バ
イ
ク
規
制

一
九
八
七
年
頃
か
ら
全
固
化
し
て
、

一
九
八

O
年
に
は
六

O

七

O
%
の
学
校
が
バ
イ
ク
を
禁
止
ま
た
は
許
可
制
に
し
た
。

運
転
免
許
取
得
の
自
由
に
つ
い
て
、
「
憲
法
二
ニ
条
が
保
障
す
る
国
民
の
私
生
活
の
自
由
」
の
一
つ
と
し
て
、
憲
法
上
の
権
利
性
を
認
め

る
高
松
高
裁
一
九
九

O
年
二
月
一
九
日
判
決
(
判
例
時
報
二
二
六
二
号
四
四
頁
)

も
出
さ
れ
て
い
る
が
、
「
個
人
の
人
格
と
の
結
び
つ
き
は

間
接
的
な
も
の
」
で
、
「
社
会
生
活
上
尊
重
さ
れ
る
べ
き
法
益
」
に
と
ど
ま
る
と
す
る
東
京
地
裁
一
九
九
一
年
六
月
一
一
一
日
判
決
(
判
例
時

報
一
三
八
八
号
三
頁
)

も
あ
り
、
裁
判
所
の
態
度
は
明
確
で
は
な
い
。
学
説
で
は
、

一
方
で
は
、
憲
法
二
二
条
で
保
障
さ
れ
る
自
己
決
定
権

を
、
人
格
的
生
存
に
不
可
欠
な
重
要
事
項
を
自
ら
決
定
す
る
権
利
と
し
て
限
定
的
に
解
し
、
髪
型
の
自
由
に
つ
い
て
は
、
髪
型
や
服
装
な
ど

の
身
じ
ま
い
を
通
じ
て
自
己
の
個
性
を
完
成
さ
せ
人
格
を
形
成
す
る
自
由
は
精
神
的
形
成
期
に
あ
る
青
少
年
に
と
っ
て
も
重
要
で
あ
る
が
、

バ
イ
ク
に
乗
る
自
由
ま
で
人
権
と
し
て
考
え
な
い
と
す
る
見
解
と
、
他
方
で
は
、
自
己
決
定
と
い
っ
て
も
、
個
人
の
人
格
に
関
わ
る
決
定
か

ら
単
な
る
噌
好
や
好
奇
心
に
基
づ
く
決
定
ま
で
、

そ
の
範
囲
は
広
い
、
と
し
て
バ
イ
ク
に
乗
る
自
由
も
憲
法
上
の
人
権
と
し
て
保
障
さ
れ
て

子どもの権利を考える

い
る
と
解
す
る
見
解
に
分
か
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
校
則
に
よ
る
生
徒
の
人
権
が
問
題
に
な
っ
た
事
件
に
お
け
る
裁
判
所
の
態
度
は
、
「
三
な
い
原
則
」
を
定
め
た
校
則
の

適
法
性
を
認
め
た
最
高
裁
一
九
九
一
年
九
月
三
日
判
決
(
判
例
時
報
一
回

O
一
号
五
六
頁
)
を
含
め
て
、
学
校
に
対
し
て
校
則
を
定
め
、
生

徒
を
規
律
す
る
包
括
的
権
能
を
認
め
、
そ
の
教
育
的
裁
量
権
を
尊
重
し
、
ま
た
、
私
立
学
校
に
つ
い
て
は
、
憲
法
の
人
権
規
定
が
私
人
間
に

直
接
に
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
議
論
を
加
え
て
、
学
校
に
お
け
る
生
徒
の
人
権
に
消
極
的
態
度
を
と
っ
て
い
る
。
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学
生
生
徒
に
対
す
る
懲
戒
処
分
と
適
正
手
続

nF
“
 

学
校
に
お
い
て
、
退
学
や
停
学
な
ど
の
懲
戒
処
分
を
行
う
際
に
、
学
生
生
徒
に
弁
明
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
は
、
明
文
で
規
定
さ
れ
て
い

(
学
校
教
育
法
一
一
条
、
同
施
行
規
則
二
二
条
参
照
)
。
判
例
は
、
国
立
大
学
学
生
の
退
学
処
分
に
つ
い
て
、
「
原
判
決
に
お
い
て
認
定

し
た
事
実
に
よ
る
と
、
被
上
告
人
は
上
告
人
に
対
し
十
分
に
弁
明
の
機
会
を
与
え
、
補
導
委
員
会
、
教
授
会
で
処
分
を
慎
重
に
検
討
し
た
上

な
し、

で
退
学
処
分
に
付
し
た
こ
と
は
明
白
で
あ
っ
て
、
原
判
決
に
所
論
の
違
法
は
な
い
」
と
判
示
し

(
最
高
裁
一
九
六

O
年
六
月
二
八
日
判
決
訟

務
月
報
六
巻
八
号
一
五
三
五
頁
)
、
ま
た
、
公
立
高
校
生
の
退
学
処
分
に
つ
い
て
、
「
退
学
処
分
は
刑
罰
で
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
に
憲
法
三
一

条
の
適
用
は
な
い
し
、
本
件
の
場
合
、
抗
告
人
が
相
手
方
ら
の
弁
明
、
防
御
権
を
制
限
す
る
よ
う
な
仕
方
で
、
抜
打
ち
的
に
処
分
し
た
こ
と

を
う
か
が
わ
し
め
る
資
料
も
な
い
」

の
で
あ
り
、

む
し
ろ
、
実
際
に
は
、
「
学
校
側
と
し
て
は
、
本
件
処
分
に
あ
た
り
、
相
手
方
ら
の
弁
明

を
聞
く
べ
く
相
当
の
配
膚
を
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
」

の
で
、
手
続
上
の
暇
痕
は
な
い
と
判
示
し
て
い
る

(
札
幌
高
裁
一
九
七

年
三
月
八
日
決
定
行
裁
例
集
二
二
巻
三
号
一
七
七
頁
)
。
裁
判
所
は
、
学
生
生
徒
に
対
す
る
懲
戒
に
際
し
、
聴
聞
の
機
会
を
与
え
る
手
続
が

明
文
の
規
定
で
定
め
ら
れ
て
い
な
く
て
も
、
実
際
上
、
弁
明
の
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
れ
ば
違
法
に
な
ら
な
い
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

qa 
学
校
教
育
法
一
一
条
は
、
明
文
で
体
罰
を
禁
止
し
て
い
る
。
し
か
し
、
教
師
や
親
に
、
子
ど
も
に
対
す
る
教
育
に
は
体
罰
が
必
要
で
あ
る

体
罰
の
禁
止

と
い
う
考
え
方
が
根
強
く
あ
り
、
実
際
上
体
罰
が
な
く
な
っ
て
は
い
な
い
。
体
罰
が
裁
判
所
で
と
り
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
体
罰
を
行
っ
た
教

師
が
、
刑
法
の
暴
行
罪
や
傷
害
致
死
罪
で
起
訴
さ
れ
た
り
、
民
事
上
の
損
害
賠
償
を
請
求
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
体
罰
に
対
す
る

裁
判
所
の
原
則
的
態
度
は
、
殴
打
の
よ
う
な
暴
行
行
為
は
、
か
り
に
教
育
上
必
要
な
懲
戒
行
為
と
し
て
も
、
犯
罪
成
立
上
の
違
法
性
を
阻
却

(
大
阪
高
裁
一
九
五
五
年
五
月
一
六
日
判
決
高
刑
集
八
巻
四
号
五
四
五
頁
)
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
裁
判
例
の
な
か
に

さ
れ
な
い
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は

一
定
限
度
内
の
有
形
力
の
行
使
を
認
め
る
立
場
か
ら
暴
行
罪
の
成
立
を
否
定
し
た
水
戸
五
中
事
件
に
関
す
る
東
京
高
裁
一
九
八
一
年
四

も
あ
る
。
体
罰
事
件
と
し
て
社
会
的
に
も
問
題
に
な
っ
た
岐
陽
高
校
事
件
は
、
修
学
旅

行
に
校
則
で
禁
止
さ
れ
た
へ
ア

l
ド
ラ
イ
ヤ
ー
を
持
っ
て
き
た
生
徒
に
対
し
て
、
教
師
が
顔
を
殴
り
腹
を
蹴
る
と
い
う
暴
行
を
振
る
っ
て
死

月
一
日
判
決
(
判
例
時
報
一

O
O
七
号
二
三
ニ
頁
)

亡
さ
せ
た
た
め
、
水
戸
地
裁
土
浦
支
部
一
九
八
六
年
三
月
一
八
日
判
決
(
判
例
タ
イ
ム
ズ
五
八
九
号
一
四
二
頁
)

に
よ
っ
て
、
傷
害
致
死
罪

と
し
て
懲
役
三
年
の
実
刑
判
決
が
下
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

子
ど
も
を
基
本
的
に
大
人
と
同
様
に
人
権
の
享
有
主
体
と
し
て
認
め
る
と
し
て
も
、
子
ど
も
は
心
身
の
未
成
熟
状
態
か
ら
成
熟
状
態
へ
と

成
長
し
て
い
く
過
程
に
あ
り
、
親
や
国
家
に
よ
る
保
護
を
必
要
と
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
子
ど
も
の
保
護
と

自
律
を
ど
の
よ
う
に
調
整
す
る
か
が
重
要
な
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
。
学
校
に
お
け
る
子
ど
も
の
自
己
決
定
権
や
表
現
の
自
由
な
ど
の
人
権

子どもの権利を考える

が
、
親
や
教
師
の
教
育
権
に
よ
っ
て
ど
の
程
度
制
限
で
き
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
、
子
ど
も
の
権
利
条
約
が
対
象
と
す
る

一
八
歳
未
満
の
子
ど
も
と
い
っ
て
も
、
年
齢
や
成
熟
状
態
に
よ
っ
て
、
異
な
っ
て
く
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
子
ど
も
は
権
利
を
自
律
的
に

行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
熟
し
て
い
く
こ
と
を
基
本
に
据
え
て
、
保
護
と
自
律
を
調
整
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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